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【誤訳訂正書】
【提出日】令和3年10月26日(2021.10.26)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ミクロ構造の粒子を有する複合粉末を用いるインプラントの製造方法であって、
　初めに前記複合粉末が、大きい粒子を小さい粒子に結合させることによって得られ、
　次に、前記複合粉末を含む組成物の選択的レーザー焼結によって前記インプラントが形
成され、
　前記大きい粒子は、２０μｍ～１０ｍｍの範囲の平均粒子直径を有し、
　前記大きい粒子は、乳酸、ヒドロキシ酪酸及び／又はグリコール酸の繰り返し単位を含
むポリマー、ポリエチレン並びにポリプロピレンからなる群から選択される少なくとも１
種のポリマーを含み、
　前記小さい粒子は、前記大きい粒子の表面上に配置されており、及び／又は前記大きい
粒子内に非均一に広がっており、
　前記小さい粒子は、カルシウム塩を含み、
　前記小さい粒子は、０．０１μｍ～２０μｍ未満の範囲の平均粒径を有し、
　前記複合粉末の前記粒子は、１０μｍ～２００μｍ未満の範囲の平均粒径ｄ５０を有し
、
　前記複合粉末の微細画分は、前記複合粉末の総量に対して５０容量％未満であり、前記
微細画分は、２０μｍ未満の粒径を有する粒子の画分である、インプラントの製造方法。
【請求項２】
　前記複合粉末の前記粒子が、３５０μｍ未満の粒径ｄ９０を有することを特徴とする、
請求項１に記載のインプラントの製造方法。
【請求項３】
　前記複合粉末の前記粒子が、２０μｍ～１５０μｍ未満の範囲内の平均粒径ｄ５０を有
することを特徴とする、請求項１又は２に記載のインプラントの製造方法。
【請求項４】
　前記複合粉末の前記粒子が、１００％未満のｄ２０／ｄ５０比を有し、及び／又は前記
カルシウム塩が、５未満のアスペクト比を有し、及び／又は前記カルシウム塩が、球形の
炭酸カルシウムを含み、及び／又は前記カルシウム塩が、リン酸カルシウムを含むことを
特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載のインプラントの製造方法。
【請求項５】
　前記大きい粒子が、少なくとも１種の熱可塑性ポリマーを含むことを特徴とする、請求
項１～４のいずれか一項に記載のインプラントの製造方法。
【請求項６】
　前記大きい粒子が、少なくとも１種の吸収性ポリマーを含むことを特徴とする、請求項
１～５のいずれか一項に記載のインプラントの製造方法。
【請求項７】
　前記吸収性ポリマーが、クロロホルム中で２５℃、０．１％ポリマー濃度にて測定して
、０．３ｄｌ／ｇ～８．０ｄｌ／ｇの範囲内のインヘレント粘度を有することを特徴とす
る、請求項６に記載のインプラントの製造方法。
【請求項８】
　前記大きい粒子が、ポリ－Ｄ、ポリ－Ｌ及び／又はポリ－Ｄ，Ｌ－乳酸を含むことを特
徴とする、請求項１～７のいずれか一項に記載のインプラントの製造方法。
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【請求項９】
　前記大きい粒子が、５００ｇ／ｍｏｌ～１，０００，０００ｇ／ｍｏｌの範囲の数平均
分子量を有する少なくとも１種の吸収性ポリエステルを含むことを特徴とする、請求項１
～８のいずれか一項に記載のインプラントの製造方法。
【請求項１０】
　カルシウム塩粒子の重量パーセントが、前記複合粉末の総重量に対して、少なくとも０
．１重量％であることを特徴とする、請求項１～９のいずれか一項に記載のインプラント
の製造方法。
【請求項１１】
　前記複合粉末が、前記複合粉末の総重量に対して、４０．０重量％～８０．０重量％の
ＰＬＬＡ、及び２０．０重量％～６０．０重量％の炭酸カルシウム粒子を含むことを特徴
とする、請求項１～１０のいずれか一項に記載のインプラントの製造方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０２６９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０２６９】
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【表３－３】
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